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暴力被害者の二次受傷 と回復に向けての支援
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Abstract 

The focus of this paper is secondary mental trauma after physical violence. A specific emphasis was 

the given on the recovery process from the secondary mental trauma, which is rather more serious 

than the primary physical trauma. 

It was clarified that the traditional sense of the value of the family is still dominant, specifically in the 

perception of a safe and peaceful family. It was believed that the family  should be protected even 

at the sacrifice of the physical and mental health of women, who are often left unattended compared 

with abused children. 

These results suggest that intersectional calibration of skill/knowledge on DV issues is an urgent 

necessity for the betterment of the intervention mechanism of social services to DV victims. 

(J.Aomori Univ.Health Welf.6 (2): 69 — 74 , 2004)
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　　　　　　　　　　Ｉ.は じめに

　2004年5月 の議院立法で 「配偶者間における暴力に関

する法律」の一部改正が成立 した。それによ り,各 市町

村に配偶者暴力相談センターの設立が促進 されることに

なった。平成14年 度の内閣府男女共同参画局の調査によ

ると,配 偶者暴力相談支援センターにおける配偶者から

の暴力が関係する相談件数は35,943件(女 性35,797件,

男性146件)に のぼ り,地 方裁判所館内別,保 護命令発

令件数は全国3,138件,青 森県は75件 で東北では最 も多い

(最高裁判所事務総局民事部平成13年10月 ～平成15年10

月資料より)。

　 ドメスティック ・バイオレンス(夫 や恋人など親密な

関係にある男性から女性への暴力,以 下DVと 略),強 姦,

セクシャル ・ハラスメントなど,性 差別が根底にある暴

力の被害者に対する理解 を深め,彼 女 らに対する適切な

支援 と必要なネットワークの確立は,各 自治体にとって

早期に達成すべ き課題である。

　 DVや 性暴力による精神的被害の影響 は,突 発的な自

殺衝動 な ど生命にかかわるもの として現れる こともあ

り,支 援者は精神面への影響 とその対応 について,正 し

い知識をもつことが望 まれる。最近では,暴 力とい う危

機に直面すると,人 間はか らだの動 きを止め自分の気配

を消そうとし,ア ドレナ リンが放出され,暴 力被害 を受

けたあと,精 神安定剤 と似た分子構造 をもつセル トニン

の分泌が抑制 される。その結果,倦 怠感,脱 力感 無力

感等,う つ的な症状が現れる(小 林,2003)と い う,脳
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内ホルモンと暴力の関係 について研究報告されている。

身体的被害 よりも深刻であるとされる精神的被害の影響

は,暴 力の深刻度や当事者の感受性お よび環境要 因に

よって異なり,支 援に困難を来たしている現状がある。

　このたび,2004年7月30日 から8月8日 まで,カ ナダ

のブリテ ィッシュ ・コロンビア州立女性医療セ ンターで

実際に提供 されている 「虐待 に遭った女性のためのプロ

グラム」や,バ ンクーバーの精神保健福祉士,医 療従事

者,セ ラピス ト,母 子保護施 設の職員,警 察児童虐待課

捜査官などか ら,支 援現場の現状 と課題について情報交

換する機会 を得た。

　本稿では,心 のケアに関する暴力被害者の二次受傷 と

回復プログラムを中心に報告する。

　　　　　　Ⅱ.女 性に対する暴力の背景

1.用 語の定義

　「DV」 とは,“成人や青年が親密なパー トナーに対 し

てふるう,身体的・性的・心理的・経済的な暴力や相手をコ

ントロールするために行 う威圧的な行動”である。適切

な介入がないと,通 常,暴 力はエスカレー トし頻度 を増

す。

「性暴力」 とは,“本人の意に反 して,キ ス した り,触

る,つ かむことが単独(無 理や り)に 行われた り,異 物

または性交を伴って行われる性的言動” を広 く性暴力被

害 ととらえるもの とする。また,「 加害者」 も “見ず知

らずの他人お よび,家 族や恋人,友 人など親密な関係の

もの” も含んだ。

　「強姦」 とは,“ 本人が望まない性交” をさし,英 語の

Rapeは 「強姦」と読んだ。

　 「暴力被害」とは,“第3者 によって人(本 稿では女性)

に加えられる身体的な暴力行為” とした。(小 西,1999)

2.性 暴力被害の特徴

　一般の暴力行為に比べ,性 暴力はジェンダーにまつわ

る偏見や認識が強 く,そ れが暴力 ・犯罪であることが認

められに くい。刑法177条 強姦罪を例 に取ると13歳 未満で

あればどんな状況であれ強姦罪が適用されるが,13歳 以

上の女子が姦淫 された場合は合意の有無や過失が問われ

る。児童保護の観点からみて も13歳 で区切っている根拠

が曖昧なまま法が執行 されている。このように性暴力が

軽視 されたり,見 過 ごされた りしがちであるという特徴

がある。強姦の被害は,PTSD等 の精神症状 を引 き起

こし,被害者には強い解離の症状が見 られることが多 く,

長期 にわた り不安症状や心理的問題 を有する(佐 藤,

1999)。

3.メ デ ィ アの 影 響

　今日,消 費社会のメディアは,広 告や番組で男性の気

をひ くための手段 と して女性 を用いることが少 な くな

い。すなわち,商 品を売 る際に,そ の商品の特性やそれ

を使用するかどうか といったことと関係 なく,単 に目を

引 くための材料 として女性 の身体を使 った り,水 着姿の

女性が番組の添え物 として登場 した りする場合である。

男性の場合は名前を持 った一人の存在 として登場 し,飾

りとして用いられることは少ないのと対照的である。主

体 ・人格として扱われない女性の場合 は,も っぱら若さ

と肉体が重視 され,ま た足,口,胸 など身体の一部だけ

が画 面 に切 り取 られて使 われる こ とも多い(目 黒

1997)。

4,ジ ェンダーの影響

　電車内での痴漢行為は,被 害 を受けた人は非常に不快

に感 じているのにもかかわらず,「 たい したことではな

い」「減るもので もない」な どと周囲が問題を矮小化する

傾向がある。 レイプ被害にあっても 「夜遅 く歩いていた

か ら」「身体露出の高い服装をしていたか ら」など,被 害

者の行為や服装が原因であるかのように言われ,「本気で

抵抗 しなかったか ら,レ イプされたのではないか」 と被

害者の抵抗の仕方や真意が問われることがある。一方で,

男性の加害者 については,「 レイプする ぐらいの元気が

あってよい」「セ ックスで きる機会があるのにや らないの

は男がすたる」等 と,『暴力である行為』が力強 く男 らし

いと解釈 され,合 理化されることもある。女性には貞淑

さを求め,男 性の性的な強引さを許容するジェンダーに

まつわる偏見が背後にある(原 田,2003)。

5.社 会の偏見

　性暴力はあ くまで も暴力(傷 害)で あ り,犯 罪行為で

あるにもかかわらず,一 般の性行為の延長 と捉えられて

いる面 もある。加害者の暴力について,「性欲は男性の生

理だからしょうがない」 と生理現象 として理由づける一

例 もある。また,被 害女性 について 「最初は(レ イプを)

嫌がって も,次 第に(セ ックスとして)楽 しむようにな

る」 というような作 られたス トーリーを,鵜 呑みに した

認識 も存在する。被害者 と加害者が親密な関係であれば

なおさら,加 害者の行為は 「好 きだか らセックスを求め

るのは当然」 とみなされ,そ れが暴力的 ・強制的な行為

であったか どうかは問われない。また,被 害者にとって,

その行為が意に反するものだったとしても,「愛 している

のになぜ不快に思うのか」「愛 しているなら相手に従 うべ

きだ」 とい うジェンダー規範を押 し付けられる。そのた

め,親 密な関係 における性暴力被害は,顕 在化 されに く

い傾向がある。

　他に も,性暴力ひいては女性のセックスその ものを「体
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が穣れる」ととらえる価値観 は,性 暴力 にステ ィグマ

(社会的偏見)を付与す るものである。性暴力被害者は,

被害後の心理的反応 として 「自分が悪かったのか もしれ

ない」 という自責感や差恥心を持つ場合が多 く,「汚れ」

というスティグマがさらに被害者の心理的不安を高める

ことにな りやすい。また,ス ティグマを恐れ,被 害者本

人やその家族が被害 を開示で きない ことが しば しばあ

る。そのため,被 害後に必要な医療的処置を受けた り,

警察へ被害届 けを出すの をため らう場合 も少な くない

(野坂,2004)。

　　　　Ⅲ.セ カン ド・トラウマ(二 次受傷)

1.危 機の発生か ら二次的反応

　トラウマの原因になる危機が発生 したのはいつか,そ

危機

最初 の反 応：

圧 倒 され る,行 動 で

きな い,暗 示 にか か

りやす くな る,恐 怖,

無力感,依 存.

不適応行動パター ン

慰め

労り
二 次 的反応：

恐怖,不 安,無 力感,

自分 との 否 定 的な 会

話,セ ル フエ ステ ィ
ームの低下 .

情報

提供

反 応 と し て の 行

動：

ス トレス反応,恐 怖,

回避,イ ライ ラ,フ

ラ ッ シュバ ック,思

人間関係を提供 否 定 的,消 極的

自責 ・他責 ・攻撃 フィ ー ドバ ック

　　　　　　　　　　　　　　図1　 Post　 trauma　 reaction　 cycle

出 典 　 Kendall　 Johnson(1998):Trauma　 in　the　lives　of　children.　Hunter　 House

こか らどの くらい経ったのか,当 事者はどの ような意味

づけをしようとしてい るのか,こ れ らのことを探 りなが

ら,そ の次に何が起 こるのかを予測す る。以下に当事者

に起 こりやすい行動 と反応について示す。

1-1.圧 倒 される

　降りかかった状態に対 して,圧 倒 され,何 が起こって

いるのかわからなくな り,そ の場でなすべ き事 をで きな

くさせ る力が生 じる。当事者は一生懸命,出 来事を日常

の生活 に連続 した事柄 として,つ なげようとするがつな

が らず,身 動 きが取れない状況に陥る。

1-2.過 覚醒状態

　 自分に降 りかかった事柄 を,何 かとつなげて受け止め

ようとする。起こった事が自分では防 ぎようもない,予

測不可能なことである場合,受 け止めようとすればする

程,「 自分の住む世界はあまりに も危険である」事実に,

不安感を高める。それでも,も が きなが ら物事を組み立

て,次 のことが起 こったときの予防対策 をしようと努め

る。 しか し,自 分が何か悪いことをして しまった気持ち

や,「 自分は何 もで きない」 とい う否定的な対話 を自分

に向ける。責任を自分に背負わせながら,二 度 とおきな

いよう,過 覚醒状態にな り思考が回転する。そして無力

感が募ってい く。

1-3.反 応 としての行動

　頭の中が危機の内容でいっぱいになる。生活の中で起

こるほかの状態 とす ぐ重ねて しまう。パニックとイライ

ラが募 り,取 り乱 したり,感 覚が麻痺 した り,恐 怖,混

乱,孤 独,恥 の感情などが増強する。様々な事柄 を自分

が思 うようにできない状態に陥 り,通 常の生活から自分

自身を引 き離す行動が増 え,自 分が悪いとい う「自責感」

を強め,セ ルフエスティームは低下 してい く。

1-4.再 現によるス トレスの悪化

　 もともと,当 事者本人に トラウマを引 き起 こした事柄

に,自 分か ら近づ き,引 き戻 り,再 現 しフィー ドバ ック

を繰 り返す ことで,さ らに トラウマが重なる。再現を行

うきっかけは,個 人によって異なる。トラウマの原因に

なった事柄に結びつ く場所 色,音,気 配,臭 い,触 感
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味覚,そ の他恐怖や不安に結びつ く記憶が再現 によるス

トレスを増強する。

1-5.人 間関係を差 し出す

　被害にあった人々が,そ こで発生 した事柄 を同 じよう

な体験をした人たちが支えあいながら,集 団で起こった

事 を意味づ けす る。話 し合 うことによ り,「当事者のせ

いで,そ のことが起こったのではない」 と,大 変 さを軽

減 し安心 させる。暴力被害を身近な人間(恋 人や親族)

から受けた場合,人 間に対する基本的信頼感が大 きく揺

らぎ,他 者のみならず 自分自身さえも信 じられな くなる

被害者 もいる。自分の身に起こった事柄の意味づけを皆

で行 う　(わかちあう)こ とにより,ス トレスや精神的負

担が軽減する。

1-6.不 適応行動パターン

　 トラウマを生 じる事柄が発生 し,当 事者は今まで 自分

がいた世界と切 り離 されてしまったような思いを抱 く。

人との繋が りが どんどん消失 し,その結果孤立 していく。

不適応行動の一つに,怒 っているのに 「怒っていない」

とか,悲 しんでいるのに 「悲 しくない」等 とい う多様な

反応 を示す。追体験や再体験 を繰 り返 し,「この世の中

は安全なのだ」 と思いたいばか りに,被 害者は加害者の

元に戻っていくこともある。反応 としての行動を再演 し,

「次は上手 くい く ！」と信 じたい,と いうような行動パ

ターンを示す。

1-7.二 次的反応

　 強い恐怖や無力感,戦 標を伴 う。麻痺 した,よ そ事の

ような,ま たは感情的反応が湧いてこないといった主観

的感覚を伴 う。中には非現実感,離 人体験,乖 離性健忘

などの症状が見られる場合 もある。これらの反応が,イ

メージ,思 考,夢,錯 覚,フ ラッシュバ ックエ ピソー ド

などの反復,あ るいは体験が よみがえる感覚 として再現

され,当 事者が今のその生活上,や るべ きことを行う能

力をさまたげ,機 能を低下させ る。

2.支 援上の配慮

　当事者が危機に陥った直後に,「 思いや りを示 しなが

ら,丁 寧に聴 く」 という介入 を行う。

　 もう一度 人 との関係が再編成できるように,同 じ経

験 をした人と話す場 を提供する。同様の体験 をした人の

存在 は,当 事者にとって鏡になる存在であり,自 分がど

うい う状態にいるのか,現 状 はどうなっているのか映 し

出すことがで きる。人 との新たな関係を築 く手助けと,

常に当事者の感情面に焦点を当て,た えずフィー ドバ ッ

クしていき,本 人が どういう状態にあるのか,当 事者に

返 してい く。

　 同様の体験を持つ人や支援者 との新たな関係性の確立

を支援することは,「被害者がちゃんと人とヒ トとの関係

を作ってい くことがで きる」ことを伝え,被 害にあった

のは被害者本人に落ち度や欠落があったのではな く,「尊

重 される価値のある存在」 として もう一度意味づけ して

い くことにつながる。

　　　Ⅳ.被 害にあった女性のためのプログラム

1.緊 急状態に陥った人への看護

　 DV,レ イプ,心 的外傷シン ドロームの看護介入は,

心理的 ・性的 ・身体的の三種類の反応 に対 して計画 され

る。看護職は被害者のそれぞれの反応 をアセスメン トし,

ケアに結びつける。観察の際に,第1に 被害者を冷静に

させ るため,安 全な空間を確保 し,よ り安心感を得 られ

る状態を整 える必要がある(稲 川,2002)。

1)心 理的反応のアセスメントは,カ ルペニー ト看護診

　断マニュアル(新 道監訳,2003)に 記載された観察項

　 目を参照されたい。

2)主 たる問題(心 理的 ・医学的 ・法的)の 確認と必要

　 としている支援の認識のための援助 をする

3)警 察の事情聴取が許可 されたら,被 害者に必要な情

　報 を提供 し,面 接のあいだ付 き添 うなどする

4)可 能な限 り,心 理的反応 を除去するか軽減させる

5)証 拠書類 によって医療的 ・司法的な責務 を遂行する

6)被 害者が反応 と感情 をコン トロールできるようにな

　 るまでフォローア ップを続ける

7)被 害者 と家族に対 して保健指導をする

2.医 療の必要性の見分け方

1)自 己制御できない睡眠障害 によって,通 常の日常生

　活が破綻 している場合(全 不眠2日 以上,4時 間以下の

　睡眠が1週 間以上続 く場合。通常の睡眠薬で睡眠が改

善 しない。)

2)食 欲の減少

3)自 己制御で きない抑 うつ感,希 死念慮,自 殺企図が

　ある場合

4)乖 離性健忘 とそれに伴 う遁走がある場合

5)自 己制御できない不安 ・恐慌 ・焦燥 ・自他に向か う

破壊衝動がある場合

　上述は大まかな項 目に過ぎないが,目 の前にいる人が

どんなに平静でも,突 発的に予測で きない行動が起こり

うることを念頭 において,看 護職の観察 した事柄 を医師

に伝えることが重要である(カ ナダ研修,2000)。

3.児 童福祉のあり方

　児童福祉司は女性の安全 を考えて,被 害女性ができる

ことか ら考 える必要がある。

　なぜならば,暴 力のある家庭か ら女性が逃げ出 さない

場合,加 害者によって無力な存在にされている一面 もあ
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るが,「 家を出て行ったら子 どもを取 り上げる」「逃げた

ら子どもを殺す」「歯向かった ら女性の家族の誰かを傷つ

ける」など,多 くの場合加害者から脅迫 されて,被 害女

性 は加害者がそのような暴力や虐待を行 うものと確信 し

ている。被害女性 と子 どもの安全プランとしては,被 害

女性の選択を尊重 し,そ の家庭にとどまったほうがよい

場合が多い。なぜならば,多 くの傷害事件や殺人は,被

害者が加害者の下から逃れ ようとするときに起 こるから

である。

　被害女性中心のや り方で支援 を提供 していけば,子 ど

もと女性に対 してよいケアが提供 されてい くことを,専

門職間で共通認識する必要がある。そのためには,DVで

あることを知るための教育の提供が必須である。女性の

置かれた立場の安全を確認 し,必 要な情報 を与え,必 要

な支援 を届 け,信 頼関係 を築 き,被 害女性が助けを求め

られる力 をサポー トすること,そ れが子 どもの福祉 につ

ながることとして,カ ナダでは取 り組んでいる。

　　　　　　　　　Ⅴ.お わりに

　女性が暴力被害にあった場合,様 々な社会的スティグ

マにより,相 談や支援 に女性が結びつきづ らい背景があ

る。特 に,そ の女性が妊娠 していたり,子 どもを同伴 し

ている場合,現 状の支援は子 どもが優先 し,女 性は危険

な状態に瀕 していることが見過ごされやすい。「暴力を受

ける女性に落ち度がある」 とか 「子 どもを守れていない

女性が母親 として失格 である」等の批判や責めが表面に

立ち,被 害下にある女性に必要な支援が届かない状況が

たびたび生 じる恐れがある。

　一般に専門職は専 門知識を有 し,被 害者よりも強い立

場 にある。また,被 害者が傷を負い,や っと訪れる病院

には治療的権威がある。権威や力 を持ったものが被害者

を責めることは,責 任の押 し付けをし,さ げすむ加害者

の暴力行為 と同 じ意味 を持ちうる。好奇の 目でみられた

り,わ ざとよそよそしい態度 を示すことは,支 援者側の

意識に関 りな く被害者 に対 して 「子 どもを育てる価値が

ない」「人間 としての価値がない」「暴力のある関係から

逃れることができず,自 己決定能力 に欠ける」「専 門職

の私たちだけが子 どもにとってよいことが分かる」 とい

うような 『裏のメッセージ」 を伝えることになる。

　被害女性のことをきちんとサポー トしていかないこと

には,子 どもの保護は困難 を極めることが,今 までの児

童虐待などの取 り組みの実績か らもいえることである。

この根拠 を示す身近な例では,飛 行機に搭乗 し酸素マス

ク着用サインが出た ときに,先 ず母親が酸素マスクを確

実に装着し,そ の次に落ち着いて子 どもに も酸素マスク

を装着することが推奨 されている。このように,予 測で

きない危機に直面 した際,先 ず母親の安全を確保するこ

とが優先事項であ り,ひ いては子 どもの安全 を母親が守

ることを期待できる。

　被害女性へ の支援 において,暴 力の視点 を看護職が

持って対応することが重要であ り,「女性の安全を考えて

いる人」 と 「子 どもの安全 を考えている人」が共通の基

盤をもち,共 に必要 な支援について考えて,安 全の確保

や情報提供 を行ってい くことが望 まれる。

　暴力被害による問題を抱 えたケースに対 し,早 急な支

援が必要であるが,現 状の制度では,法 の不備 ・組織間

の連携不足 ・人材不足 ・予算削減等の課題が山積みであ

る。被害当事者やその家族が生活 している地域社会の中

で,必 要 な支援が提供 されるためには,被 害女性 とその

子 どもの双方に個別の支援担当者を配置 し,複 数の支援

者が多様な視点を持ち,早 期介入することが重要である。

また,被 害ケース との継続的かつ効果的な関係性の形成

が,支 援者の困難感 を軽減 させると思われる。

　　　　　　　　　　　 謝辞

本研修は平成16年度文部科学省萌芽研究費を得て実施さ

れたことを付記し,関 係者の皆様に深謝申し上げます。

　　　　　　　　　　　　(受理日:平 成17年1月4日)

引 用 文 献

1)小 林 啓 之,渡 邊 衝 一 郎：SSRIの 臨 床 薬 理.ア

　 　 デ ィ ク シ ョ ン と 家 族20(2),150-158,家 族 機

　 　 能研 究 所,2003.

2)小 西 聖 子:犯 罪 被 害 者 の 心 の 傷.白 水 社,1999.

3)佐 藤 志 穂 子,小 西 聖 子:犯 罪 被 害 と心 的 外 傷.ア

　 　 デ ィク シ ョン と家 族16　 (1),18-23,日 本 嗜 癖

　 　 行 動 学 会 誌,1999.

4)目 黒 依 子： ジ ェ ン ダ ー の社 会 学.50-51,財 団法 人

　 　 放 送 大 学 教 育 振 興 会,1997.

5)原 田 い ず 美:DV被 害 者 支 援 の た め の マ ニ ュ ア ル 。

　 　 47-53,JFC出 版,2003

6)野 坂 祐 子:被 害 者 心 理 と ジ ェ ン ダ ー,武 蔵 野 大 学 心

　 　 理 臨 床 セ ン ター 紀 要,第3号,41-49,2003.

7)稲 川 美 也 子:性 暴 力 に あ っ た 人 へ の 看 護 　 SANE

　 　 講 座 資 料,2002.

8)カ ナ ダ研 修2000:性 的 虐 待 サ バ イバ ー 援 助 者 の た め

　 　 の カ ナ ダ バ ン ク ー バ ー 研 修2000夏 参 加 者 の 会,

　 　 2001.

参考文献

9)高 校生の性暴力被害実態調査報告書:財 団法人女性

　　のためのアジア平和 国民基金,2004.

10)鈴 木隆文,麻 鳥澄江:ド メスティック・バ イオレンス

　　援助 とは何か.教 育史料出版会,2003。

－73－



11)小 西 聖 子:ト ラ ウマ の ケ ア －治 療 者 　支 援 者 の 二 次

　 　 的 外 傷 性 ス トレス の 視 点 か ら－.ト ラ ウマ テ ィ ック ・

　 　 ス トレス,1(1),7-11,2003.

12)片 岡 弥 恵 子,下 谷 恵 美 他:性 暴 力 ・暴 力 被 害 女 性 へ の

　 　 看 護 に 関 す る 実 態 調 査.聖 路 加 看 護 学 会 誌8(1),

　 　 1-9,　 2004.

13)S　 tamm,　 B.　 H.:Secondary　 traumaticstress,小

　 　 西 聖 子,金 子 ユ リ子 訳,二 次 的 外 傷 性 ス トレ ス,3

　 　 -28,誠 信 書 房,1999.

14)大 塚 佳 子,氏 家 由 里,加 茂 登 志 子:[症 例 報 告]シ ェ

　 　 ル タ ー 退 所 後 に 外 傷 後 ス ト レス 障 害 が 顕 在 化 した

　 　 DV被 害 女 性 の1例.ト ラ ウマ テ ィ ッ ク ・ス トレ ス,

　 　 1　(1),　 69-　 77,　 2003.

15)B.A.ヴ ァ ン ・デ ア ・コ ル ク,　A,　 C.マ ク フ ァー

　 　 レ ン,L.ウ ェ イ ゼ ス： トラ ウ マ テ ィ ッ ク ・ス トレ

　 　 ス －PTSDお よ び トラ ウマ 反応 の 臨 床 と研 究 の す べ

　 　 て.誠 信 書 房,2001.

－74－


